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タックスヘイブン課税訴訟判決に関するお知らせ 

 

当社は、大阪国税局長による当社の香港子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外

要件を満たしていないとの判断に基づく更正処分を不服として、大阪地方裁判所に対して 

更正処分の取消請求訴訟を提起しておりました。これに関して平成 23 年６月 24 日に大阪地

方裁判所で、当社の請求を棄却する判決がなされましたので、お知らせいたします。 

 

１． 当該訴訟の経緯 

平成 18 年 11 月 16 日 当社による訴えの提起 

（課税対象期間 平成 14 年 3 月期～平成 16 年 3 月期) 

平成 20 年 11 月 14 日 当社による訴えの追加提起 

（課税対象期間 平成 17 年 3 月期～平成 19 年 3 月期） 

平成 20 年 11 月 26 日 平成 18 年 11 月 16 日と平成 20 年 11 月 14 日に提起した訴え 

を併合審理 

平成 23 年 6 月 24 日 大阪地方裁判所による当社の請求を認める判決の言い渡し 

 

２． 判決の内容 

(1) 原告の請求をいずれも棄却する。 

(2) 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

３． 業績に与える影響につきましては、開示すべき事項が発生した場合に、改めてご報告さ

せていただきます。 

 

４． 当社は本判決を受け、早急に判決内容を精査し、大阪高等裁判所に控訴する方針であ

ります。開示すべき事項が発生した場合には、改めてご報告させていただきます。 

 

以 上 


